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笠間市の給与・定員管理等について 
 

【公表内容は，総務省の公表様式に基づくものです。】 

1 総括 
 

(1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

（27年 1月 1日） 

歳出額 

Ａ 
実質収支 

人件費 

Ｂ 

人件費率 

B／A 

（参考） 

25年度の人件費率 

26年度 
人 

78,557 

千円 

28,973,460 

千円 

631,974 

千円 

5,411,096 

％ 

18.7 

％ 

19.3 

 

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 

職員数 給  与  費   一人当た

りの給与

費 B／A 

(参考)類似

団体平均一

人当たり給

与費 

Ａ 
給 料 職員手当 

期末・勤勉

手当 

計   

  Ｂ   

26年度 
人 千円 千円 千円 千円   千円 千円 

625 2,396,306 391,613 878,239 3,666,158   5,866 5,989 

（注）1 職員手当には，退職手当を含みません。 

2 職員数は，平成 26年 4月 1日現在の人数です。 

3 給与費については，任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれて

おり，職員数には当該職員を含んでいません。 

 

(3) ラスパイレス指数の状況 

 
 

（注）1 ラスパイレス指数とは，全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較す

るため，国の職員数（構成）を用いて，学歴や経験年数の差による影響を補正し，国の

行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100として計算した指数です。 

2 類似団体平均とは，人口規模，産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純

平均したものです。 

    3 平成 24 年及び平成 25 年は，国家公務員の時限的な（2 年間）給与改定・臨時特例法に

よる給与減額措置がないとした場合の値です。 
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(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

① 給料表の見直し 

[  実施 ・ 未実施  ] 

 

②地域手当の見直し 

[  実施 ・ 未実施  ] 

 

③その他の見直し  

[  実施 ・ 未実施  ] 

 

 

2 職員の平均給与月額，初任給等の状況 
 

(1) 職員の平均年齢，平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 27年 4月 1日現在） 

① 一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベ―ス） 

笠間市 43.2歳 324,738円 380,151円 349,327円 

茨城県 42.8歳 336,202円 416,133円 373,302円 

国 43.5歳 334,283円 ― 408,996円 

類似団体 42.3歳 319,936円 394,984円 355,183円 

 

 

 

 

 

 

（給料表の改定時期） 平成 27年 4月 1日 

（内容）       一般行政職の給料表について,国の見直し内容を踏まえ平均 2％引下げ。 

           1級及び 2級の初任給にかかる号給は引下げを行わず,3級以上の級の高位号 

           級は平均を上回る引下げ。激変緩和のため,3年間（平成 30年 3月 31日まで） 

の経過措置（現給保障）を実施。 

           他の給料表については，一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。 

（支給割合） 国基準 3％に対し，笠間市においても 3％を支給 

（実施時期） 平成 27年 4月 1日より実施。段階的に支給割合を引上げることとし，平成 27年 4月 1

日時点は 1％，給与改定後は平成 27年 4月 1日に遡及し 2％を支給。 

（参考） 

  平成 26年度の 平成 27年度の支給割合 見直し後の支給割合 

支給割合 4月1日時点 遡及改定後 (H28.4.1) 

国基準によ

る支給割合 
0% 1% 2% 3% 

笠間市の支

給割合 
0% 1% 2% 3% 

 

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について，国と同様に見直しを実施（平成 27年 4月 1日実施） 
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② 技能労務職 

区 分 

公 務 員 民 間 参考 

平均年齢 職員数 
平均給料 

月額 

平均給与 

月額（A） 

平均給与月額 

（国比較ベ―

ス） 

対応す

る民間

の類似

職種 

平均年齢 
平均給与月額

（B） 
A/B 

主
な
職
種 

笠間市 54.3歳 29人 292,683円 317,829円 304,229円 ― ― ― ― 

うち 

調理員 
53.9歳 11人 283,255円 294,916円 292,468円 調理士 47.2歳 234,000円 1.26 

うち 

運転手 
53.3歳 3人 299,367円 380,143円 327,610円 

自家用

自動車

運転手 
62.0歳 190,700円 1.99 

うち 

用務員 
55.1歳 7人 295,157円 306,256円 299,768円 用務員 54.6歳 200,300円 1.53 

茨城県 52.7歳 292人 342,651円 390,770円 369,308円 ― ― ― ― 

国 50.2歳 2,994人 289,141円 ― 328,318円 ― ― ― ― 

類似団体 50.0歳 32人 317,404円 355,113円 338,663円 ― ― ― ― 

 

区 分 

参 考 

年収ベ―ス（試算値）の比較 

公務員 

（C） 

民間 

（D） 
C/D 

 

笠間市 5,024,532円  ―    円 ― 

うち調理員 4,711,418円 3,077,800円 1.53 

うち運転手 5,824,979円 2,489,700円 2.34 

うち用務員 4,880,986円 2,774,400円 1.76 

※ 民間デ―タは，賃金構造基本統計調査において公表されているデ―タを使用しています（平成 24

年～26年の 3ヵ年平均）。 

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較に当たり，年齢，業務内容，雇用形態等の点において完全

に一致しているものではありません。 

※ 年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデ―タは，それぞれ平均給与月額を 12 倍したも

のに，公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当，民間においては前年度に支給された年

間賞与の額を加えた試算値です。 

 

③ 教育職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

笠 間 市 

（幼稚園） 
41.5歳 306,114円 324,550円 

茨 城 県 45.0歳 376,908円 427,556円 

類似団体 39.9歳 301,604円 335,703円 
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④ 消防職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額 

（国比較ベ―ス） 

笠 間 市 41.0歳 322,988円 391,533円 349,516円 

国：警察職 41.2歳 317,165円 ― 369,393円 

類似団体 38.0歳 294,368円 366,958円 327,911円 

(注)1 「平均給料月額」とは，平成 27年 4月 1日現在における各職種の職員の基本給の平均です。 

2 「平均給与月額」とは，給料月額と毎月支払われる扶養手当，住居手当，時間外勤務手当など

のすべての諸手当の額を合計したものであり，地方公務員給与実態調査において明らかにされて

いるものです。 

また，「平均給与月額(国比較ベ―ス)」は，比較のため国家公務員と同じベース（＝時間外勤

務手当等を除いたもの）で算出しています。 

 

(2) 職員の初任給の状況（平成 27年 4月 1日現在） 

区  分 笠間市 茨城県 国 

一般行政職 
大学卒 174,200円 177,600円 174,200円 

高校卒 142,100円 144,300円 142,100円 

技能労務職 
高校卒 139,500円 141,900円 ― 

中学卒 123,900円 133,500円 ― 

消防職 
大学卒 199,500円 ― ― 

高校卒 160,300円 ― ― 

 

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 27年 4月 1日現在） 

区  分 経験年数 10 年 経験年数 20 年 経験年数 25 年 経験年数 30 年 

一般行政職 
大学卒 250,457円 330,700円 359,585円 ― 

高校卒 ― 313,500円 328,850円 364,100円 

技能労務職 
高校卒 ―  ― 290,400円 

中学卒 ―  ― ― 

消防職 
大学卒 ―  ― ― 

高校卒 ― 336,980円 371,000円 ― 
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3 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況 
 

(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成 27年 4月 1日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
1号給の給料

月額 

最高号給の

給料月額 

1 級 主事，主事補 23人 5.4% 137,600円 244,900円 

2 級 主事 45人 10.5% 187,700円 301,900円 

3 級 係長，主幹 184人 43.0% 223,900円 347,700円 

4 級 主査 79人 18.5% 258,300円 378,700円 

5 級 課長補佐，所長 46人 10.7% 285,000円 390,700円 

6 級 課長，副参事 39人 9.1% 315,800円 407,900円 

7 級 部長，参事 12人 2.8% 360,100円 442,600円 

（注）1 笠間市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

   2 標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 

 
 

(2) 昇給等への勤務成績の反映状況 

本市では人事評価制度を実施しており，この結果を昇給数及び勤勉手当成績率に反映していま

す。 
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4 職員の手当の状況 
 

(1) 期末手当・勤勉手当 

笠間市 茨城県 国 

1人当たり平均支給額（26年度） 

1,433千円 

1人当たり平均支給額（26年度） 

1,727千円 
― 

（26年度支給割合） 

期末手当    勤勉手当 

 2.60 月分    1.50 月分 

(1.45)月分    (0.70)月分 

（26年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

 2.60月分     1.50 月分 

(1.45)月分    (0.70)月分 

（26年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

 2.60月分     1.50 月分 

(1.45)月分    (0.70)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による

加算措置 

・ 役職加算  5～15 ％ 

 

（加算措置の状況） 

 職制上の段階，職務の級等による

加算措置 

・ 役職加算   5～20 ％ 

・ 管理職加算 15～25 ％ 

（加算措置の状況） 

 職制上の段階，職務の級等によ

る加算措置 

・ 役職加算   5～20 ％ 

・ 管理職加算 10～25 ％ 

（注）（ ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 

 

○ 勤勉手当への勤務成績の反映状況 

本市では人事評価結果に基づき，勤勉手当成績率を決定しています。 

 

(2) 退職手当（平成 27年 4月 1日現在） 

笠間市 国 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20年 20.445月分   25.55625月分 勤続 20年 20.445月分   25.55625月分 

勤続 25年 29.145月分   34.5825月分  勤続 25年 29.145月分   34.5825月分  

勤続 35年 41.325月分   49.59月分  勤続 35年 41.325月分   49.59月分  

最高限度額 49.59月分   49.59月分  最高限度額 49.59月分   49.59月分  

その他の加算措置 その他の加算措置 

・定年前早期退職特例措置（2%～20% 加算） ・定年前早期退職特例措置（2%～45% 加算） 

1人当たり 

平均支給額 
15,361 千円 21,200 千円    

（注） 退職手当の1人当たり平均支給額は，平成26年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

(3) 地域手当（平成 27年 4月 1日現在） 

 

笠間市では，平成 26年度は支給していません。 
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(4) 特殊勤務手当（平成 27年 4月 1日現在） 

 支給実績（26年度決算） 4,153千円 

 支給職員 1人当たり平均支給年額（26年度決算） 28千円 

 職員全体に占める手当支給職員の割合（26年度） 23.4％ 

 手当の種類（手当数） 14種 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対する 

支給単価 

滞納整理従事手当 

税務課，保険年金課，高齢

福祉課及び下水道課等に

勤務する職員 

市税等の滞納整理に関する現業に

従事するため出張したとき 
日額 200円 

感染症防疫作業

手当 
右記業務に従事した職員 

感染症の病原体の付着した物件若

しくは付着の危険がある物件の処

理作業に従事したとき等 

日額 200円 

植物防疫作業手当 右記業務に従事した職員 

植物防疫作業を行い，又は指揮監

督を行う者が特に身体に危害を受

けるおそれのある業務に従事した

とき 

日額 200円 

社会福祉業務手当 
福祉事務所（社会福祉課）

等に勤務する職員 

社会福祉業務の現業員が調査及び

面接相談等の業務に従事するため

出張したとき 

日額 200円 

精神保健業務手当 
健康増進課に勤務する職

員 

精神障害者又は精神障害の疑いの

ある者と直接接して行う面接相

談，訪問指導又は集団生活指導の

業務に従事したとき等 

日額 200円 

行旅病人，同死亡

人及び変死人処

理従事手当 

福祉事務所（社会福祉課）

等に勤務する職員 

行旅病人，同死亡人，又は変死人

の処理に従事したとき 

行旅病人 

1件  500円 

行旅死亡人又は変

死人 

1件 3,000円 

動物死体処理手当 
環境保全課，生活課等に勤

務する職員 

動物死体の処理作業に従事したと

き 
日額 500円 

夜間看護手当 
市立病院に勤務する看護

師等 

正規の勤務時間による勤務の一部

又は全部が深夜において行われる

看護等の業務に従事したとき 

1回につき 

4時間以上 3,300円 

2時間以上 2,900円 

2時間未満 2,000円 

医師研究手当 医師 
公衆衛生に関する調査研究の業務

に従事したとき 
月 85万円以内 

放射線取扱手当 市立病院に勤務する職員 
エックス線撮影若しくは透視の業

務に従事したとき等 

エックス線撮影若

しくは透視の料金

の固定点数の 100分

の 3 

感染症接触手当 市立病院に勤務する職員 

感染症患者の診療又は介助若しく

は感染症の病原体の付着した物体

の処理作業に従事したとき 

日額 50円 

災害防ぎょ手当 消防職員 
水火災又はその他の災害防じょに

従事したとき 
1回 250円 
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救急業務手当 消防職員 救急業務に従事したとき 

救急救命士 

1回 510円 

その他の救急隊員 

1回 300円 

救助活動手当 消防職員 救助活動に従事したとき 1回 250円 

 

(5) 時間外勤務手当 

支給実績（平成 26年度決算） 156,156千円 

職員 1人当たり平均支給年額（平成 26年度決算） 250千円 

支給実績（平成 25年度決算） 135,140千円 

職員 1人当たり平均支給年額（平成 25年度決算） 216千円 

（注） 職員 1 人当たり平均支給額を算出する際の職員数は，「支給実績（平成 26 年度決算）」と同じ

年度の 4月 1日現在の職員数（管理職員，教育職員等，制度上時間外勤務手当の支給対象とはな

らない職員を除く。）であり，短時間勤務職員を含みます。 

 

(6) その他の手当（平成 27年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価（月額） 
国の制度 

との異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(26年度決算) 

支給職員 1人当たり 

平 均 支 給 年 額 

(26年度決算） 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある職員の

うち，規則で指定するものについ

て支給 

 ・ 部 長 67,000円 

 ・ 参 事 58,000円 

 ・ 課 長 42,000円 

 ・ 副参事 42,000円 

 ・ 施設長 24,000円 など 

同じ ― 38,495千円 499,935円  

扶養手当 

他に生計の途がなく主として職員

の扶養を受けている扶養親族のあ

る職員に支給 

・ 配偶者 13,000円 

・ 配偶者以外の扶養親族    

1人につき 6,500円 

（配偶者がいない場合は，そ

のうち 1人につき 11,000円） 

※ 扶養親族である子のうち

満 16 歳の年度始めから満

22 歳の年度末までの子 1人

につき 5,000 円を加算 

同じ ― 80,781千円 248,560円 

住居手当 

自ら居住するため住宅を借り受

け，月額 12,000 円を超える家賃

を払っている職員に支給 

① 23,000円以下の家賃の場合 

 {家賃額―12,000円} 

② 23,000円超の家賃の場合 

 {(家賃額―23,000 円)÷ 2＋

11,000円（27,000円が限度） 

同じ ― 26,962千円 259,278円 
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通勤手当 

通勤のため自動車その他の交通の

用具で規則で定めるものを使用す

ることを常例とする職員等（通勤

距離が片道 2 キロメ―トル未満で

あるもの等を除く。） 

① 電車,バス等交通機関利用の

場合 

発行されている最長通用期間の

定期券の額 

月額 55,000円を上限 

② 自動車等，交通用具利用の場

合 

 通勤距離により 

 月額  2,000円 ～ 24,500円 

③ ①及び②併用者 

 月額 55,000円を上限 

同じ ― 35,608千円 66,557円 

単身赴任

手当 

公署を異にする異動等に伴い，転

居し，父母の疾病その他規則で定

めるやむを得ない事情により，同

居していた配偶者と別居すること

となった職員で，単身で生活する

ことを常況とする職員に支給 

月額 23,000円＋加算額 

 加算額は，交通距離により 

 月額  6,000円 ～ 45,000円 

同じ ― ― ― 

休日勤務

手当 

祝日法による休日等及び年末年始

の休日等において正規の勤務時間

中に勤務することを命ぜられた職

員に支給 

・  1 時間当たりの給料額×

135/100 

同じ ― 36,543千円 351,371円 

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間として午後 10 時

から翌日の午前 5 時までの間に勤

務する職員に支給 

・  1 時間当たりの給料額×

25/100 

同じ ― 10,772千円 103,574円 

宿日直手

当 

宿日直勤務を命ぜられた職員に支

給 

1回当たり 4,200円 

（勤務時間 5時間未満 2,100 円） 

同じ ― 1,315千円 4,942円 

管理職特

別勤務手

当 

規則で指定する職を占める職員の

うち管理又は監督の複雑，困難及

び責任の度が高い職員として規則

で定める職員が臨時又は緊急の必

要その他の公務の運営の必要によ

り勤務時間条例第 3条第 1項，第

4 条及び第 5 条の規定に基づく週

休日又は祝日法による休日等若し

くは年末年始の休日等に勤務した

場合に支給 

1勤務当たり 

 ・ 部長，参事  8,000円 

 ・ 課長，副参事 6,000円 

 ・ 施設長    4,000円 

同じ ― 828千円 19,714円 
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5 特別職の報酬等の状況（平成 27年 4月 1日現在） 

区  分 給 料 月 額 等 

給 

 

料 

  （参考）類似団体における最高／最低額 

市 長 720,000
注 1

 ( 900,000 ) 円 1,061,000 円 ／ 440,000 円 

副市長 684,000
注 1

  ( 720,000 ) 円 885,000 円 ／ 375,000 円 

報 

 

酬 

議  長 460,000 円 737,000 円 ／ 310,000 円 

副 議 長 425,000 円 653,000 円 ／ 245,000 円 

議  員 400,000 円 591,000 円 ／ 222,000 円 

期 

末 

手 

当 

市 長 

副市長 

 

（平成 26年度支給割合） 

3.10月分 【役職加算(15%)】 

議 長 

副議長 

議 員 

（平成 26年度支給割合） 

3.10月分 【役職加算(15%)】 

退 

職 

手 

当 

 （算定方式）  （1期の手当額） （支給時期） 

 

市 長 

 

給料月額×在職年数×5.5 

 

 15,840,000 円  

(19,800,000 円) 

 

任期ごと 

 

副市長 

 

給料月額×在職年数×3.1 

 

 8,481,600 円  

(8,928,000 円) 

 

任期ごと 

備 考  

（注）1 給料，報酬及び退職手当の（ ）内は，減額措置を行う前の金額です。 

2 退職手当の「1 期の手当額」は，平成 27 年 4 月 1 日現在の給料月額及び支給率に基づき，1

期（4年＝48月）勤務した場合における退職手当の見込額です。 
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6 職員数の状況 
 

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年 4月 1日現在） 

単位：人 

区分 

部門 

職 員 数 対前年 

増減数 
主 な 増 減 理 由 

平成 26年 平成 27年 

普 

通 

会 

計 

部 

門 

議 会 

総 務 

税 務 

労 働 

農林水産 

商 工 

土 木 

民 生 

衛 生 

6 

127 

39 

― 

33 

15 

57 

93 

43 

6 

128 

36 

― 

30 

16 

53 

92 

44 

0 

1 

△3 

― 

△3 

1 

△4 

△1 

1 

新規採用者及び退職者等の増減による。 

（一般行政） 

計 413 405 △8 

＜参考＞ 

人口 1万人当たり職員数 51.55人 
（類似団体の人口 1万人当たりの職員数 53.66人） 

教 育 85 81 △4 新規採用者及び退職者等の増減による。 

消 防 128 128 ―  

小計 626 614 △12 
＜参考＞ 

人口 1万人当たり職員数 78.16人 
（類似団体の人口 1万人当たりの職員数 71.58人） 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

病 院 

水 道 

交 通 

下水道 

その他 

 

32 

15 

― 

19 

31 

 

 

33 

13 

― 

17 

33 

 

1 

△2 

― 

△2 

2 

 

 

 

 

小計 97 96 △1  

合  計 
723 

[868] 

710 

[868] 

△13 

 

＜参考＞ 

 人口 1万人当たり職員数 90.38人 

（注）1 職員数は，一般職に属する職員数です。 

   2 ［ ］内は，条例定数の合計です。 
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部門別 

(2) 年齢別職員構成の状況（平成 27年 4月 1日現在） 

 
 

 

 
区分 

20歳 

未満 

20歳 

～  
23歳 

24歳 

～  
27歳 

28歳 

～  
31歳 

32歳 

～  
35歳 

36歳 

～  
39歳 

40歳 

～  
43歳 

44歳 

～  
47歳 

48歳 

～  
51歳 

52歳 

～  
55歳 

56歳 

～  
59歳 

60歳 

以上 
計 

職員数 

人 

4 

人 

21 

人 

57 

人 

47 

人 

61 

人 

83 

人 

100 

人 

88 

人 

86 

人 

66 

人 

97 

人 

0 

人 

710 

 

(3) 職員数の推移 

（単位：人・％）  

 22年 23年 24年 25年 26年 27年 
過去 5年間 

の増減数（率） 

一般行政 435 424 416 414 413 405 △30(△ 6.9％) 

教育 100 93 94 88 85 81 △19(△19.0％) 

消防 127 127 126 125 128 128   1(  0.1％) 

普通会計計 662 644 636 627 626 614 △48(△ 7.3％) 

公営企業等会計計 100 98 100 101 97 96 △ 4(△ 4.0％) 

総合計 762 742 736 728 723 710 △52(△ 6.8％) 

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。 

 年 度 
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7 公営企業職員の状況 
 

（1） 水道事業 
 

① 職員給与費の状況 

ア 決算 

区 分 
総費用 

Ａ 
純損益又は実質収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

B／A 

（参考）平成 25年度 

総費用に占める 

職員給与費比率 

26年度 
千円 

1,714,421 

千円 

112,870 

千円 

92,293 

％ 

5.4 

％ 

6.8 

（注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費 8,082千円を含まない。 

 

区 分 
職員数 

Ａ 

給  与  費 
一人当たりの

給与費 B／A 

(参考)市町村平均

一人当たり給与費 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 
計 

Ｂ 

26年度 
人 

14 

千円 

57,658 

千円 

8,871 

千円 

15,482 

千円 

81,921 

千円 

5,852 

千円 

6,219 

（注）1 職員手当には退職給与金を含みません。 

2 職員数は，平成 27年 3月 31日現在の一般職の職員数です。 

 

イ 特記事項 

  なし 

 

② 職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（平成 27年 4月 1日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

笠 間 市 46.2歳 363,337円 526,264円 

団体平均 44.9歳 348,021円 517,229円 

（注） 平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。 
 

③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

笠間市水道事業 団体平均 

1人当たり平均支給額（平成 26年度） 

1,106千円 

1人当たり平均支給額（平成 26年度） 

1,484千円 

（平成 26年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

  2.60 月分     1.50 月分 

(1.45)月分    (0.70)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役職加算  5～15 ％ 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 
 

イ 退職手当（平成 27年 4月 1日現在） 

笠間市 国 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20年 20.445月分   25.55625月分 勤続 20年 20.445月分   25.55625月分 
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勤続 25年 29.145月分   34.5825月分  勤続 25年 29.145月分   34.5825月分  

勤続 35年 41.325月分   49.59月分  勤続 35年 41.325月分   49.59月分  

最高限度額 49.59月分   49.59月分  最高限度額 49.59月分   49.59月分  

その他の加算措置 その他の加算措置 

・定年前早期退職特例措置（2%～20% 加算） ・定年前早期退職特例措置（2%～45% 加算） 

1人当たり 

平均支給額 
― 22,109 千円    

 

ウ 地域手当（平成 27年 4月 1日現在） 

 

笠間市では，平成 26年度は支給していません。 

 

エ 特殊勤務手当（平成 27年 4月 1日現在） 

 支給実績（平成 26年度決算） ― 円 

 支給職員 1人当たり平均支給年額（26年度決算） ― 円 

 職員全体に占める手当支給職員の割合（26年度） ― ％ 

 手当の種類（手当数） 1種 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対する 

支給単価 

滞納整理従事手当 水道課に勤務する職員 
市税等の滞納整理に関する現業に従

事するため出張したとき 
日額 200円 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（26年度決算） 2,802千円 

職員 1人当たり平均支給年額（26年度決算） 200千円 

支給実績（25年度決算） 4,804千円 

職員 1人当たり平均支給年額（25年度決算） 300千円 

（注）1 時間外勤務手当には，休日勤務手当も含んでいます。 

   2 職員 1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は，「支給実績（平成 26年度決算）」と同じ

年度の 4 月 1 日現在の職員数（管理職員，教育職員等，制度上時間外勤務手当の支給対象とは

ならない職員を除く。）であり，短時間勤務職員を含みます。 

 

カ その他の手当（平成 27年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価（月額） 

一般行政

職の制度 

との異同 

一般行政職

の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(26年度決算) 

支給職員 1人当たり 

平 均 支 給 年 額 

(26年度決算） 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある職員の

うち，規則で指定するものについ

て支給 

 ・ 部 長 67,000円 

 ・ 課 長 42,000円 

 ・ 副参事 42,000円 

同じ ― 1,303千円 651,384円  
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扶養手当 

他に生計の途がなく主として職員

の扶養を受けている扶養親族のあ

る職員に支給 

・ 配偶者 13,000円 

・ 配偶者以外の扶養親族    

1人につき 6,500円 

（配偶者がいない場合は，そ

のうち 1人につき 11,000円） 

※ 扶養親族である子のうち

満 16 歳の年度始めから満

22 歳の年度末までの子 1人

につき 5,000 円を加算 

同じ ― 3,128千円 240,615円 

住居手当 

自ら居住するため住宅を借り受

け，月額 12,000 円を超える家賃

を払っている職員に支給 

① 23,000円以下の家賃の場合 

 {家賃額―12,000円} 

② 23,000円超の家賃の場合 

 {(家賃額―23,000 円)÷ 2＋

11,000円（27,000円が限度） 

同じ ― 616千円 307,800円 

通勤手当 

通勤のため自動車その他の交通の

用具で規則で定めるものを使用す

ることを常例とする職員等（通勤

距離が片道 2 キロメ―トル未満で

あるもの等を除く。） 

① 電車,バス等交通機関利用の

場合 

発行されている最長通用期間の

定期券の額 

月額 55,000円を上限 

② 自動車等，交通用具利用の場

合 

 通勤距離により 

 月額  2,000円 ～ 24,500円 

③ ①及び②併用者 

 月額 55,000円を上限 

同じ ― 933千円 71,746円 

単身赴任

手当 

公署を異にする異動等に伴い，転

居し，父母の疾病その他規則で定

めるやむを得ない事情により，同

居していた配偶者と別居すること

となった職員で，単身で生活する

ことを常況とする職員に支給 

月額 23,000円＋加算額 

 加算額は，交通距離により 

 月額  6,000円 ～ 45,000円 

同じ ― ― 千円 ― 円 
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夜間勤務

手当 

正規の勤務時間として午後 10 時

から翌日の午前 5 時までの間に勤

務する職員に支給 

・  1 時間当たりの給料額×

25/100 

同じ ― ― 千円 ― 円 

宿日直手当 

宿日直勤務を命ぜられた職員に支

給 

1回当たり 4,200円 

（勤務時間 5時間未満 2,100 円） 

同じ ― ― 千円 ― 円 

管理職特

別勤務手

当 

規則で指定する職を占める職員の

うち管理又は監督の複雑，困難及

び責任の度が高い職員として規則

で定める職員が臨時又は緊急の必

要その他の公務の運営の必要によ

り勤務時間条例第 3条第 1項，第

4 条及び第 5 条の規定に基づく週

休日又は祝日法による休日等若し

くは年末年始の休日等に勤務した

場合に支給 

1勤務当たり 

 ・ 部長     8,000円 

 ・ 課長，副参事 6,000円 

同じ ― ― 千円 ― 円 
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（2） 病院事業 
 

① 職員給与費の状況 

ア 決算 

区 分 
総費用 

Ａ 
純損益又は実質収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 

B／A 

（参考）平成 25年度 

総費用に占める 

職員給与費比率 

26年度 
千円 

680,721 

千円 

1,749 

千円 

313,860 

％ 

46.1 

％ 

50.4 

 

区 分 
職員数 

Ａ 

給  与  費 
一人当たりの

給与費 B／A 

(参考)類似団体平

均一人当たり給与

費 
給 料 職員手当 期末・勤勉手当 

計 

Ｂ 

26年度 
人 

33 

千円 

124,561 

千円 

50,174 

千円 

43,952 

千円 

218,687 

千円 

6,627 

千円 

6,789 

（注）1 職員手当には退職給与金を含みません。 

2 職員数は，平成 27年 3月 31日現在の職員数です。 

 

イ 特記事項 

なし 

 

② 職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（平成 27年 4月 1日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

笠間市病院事業（医師） 48.2歳 516,761円 1,461,985円 

団体平均（医師） 44.6歳 564,750円 1,389,096円 

笠間市病院事業（看護師） 43.4歳 300,881円 459,512円 

団体平均（看護師） 38.8歳 288,414円 456,203円 

笠間市病院事業（事務） 44.1歳 336,780円 523,869円 

団体平均（事務） 43.1歳 328,980円 502,010円 

（注） 平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。 

 

③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

笠間市病院事業 団体平均 

1人当たり平均支給額（平成 26年度） 

1,334千円 

1人当たり平均支給額（平成 26年度） 

1,332千円 

（26年度支給割合） 

期末手当    勤勉手当 

 2.60 月分     1.50 月分 

(1.45)月分     (0.70)月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階，職務の級等による加算措置 

・役職加算  5～15 ％ 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 

 

イ 退職手当（平成 27年 4月 1日現在） 

 

  平成 26年度は退職者が 1名のため掲載を省略します。 
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ウ 地域手当（平成 27年 4月 1日現在） 

 

笠間市では，平成 26年度は支給していません。 

 

エ 特殊勤務手当（平成 27年 4月 1日現在） 

 支給実績（平成 26年度決算） 21,702千円 

 支給職員 1人当たり平均支給年額（平成 26年度決算） 1,033千円 

 職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 26年度） 63.6％ 

 手当の種類（手当数） 3種 

 1「笠間市職員の特殊勤務手当に関する条例」に基づく特殊勤務手当（企業職員のみ） 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
左記職員に対する 

支給単価 

夜間看護手当 看護師・准看護師 

正規の勤務時間による勤務の一

部又は全部が深夜において行わ

れる看護等の業務に従事したと

き 

1回につき 

4時間以上 3,300円 

2時間以上 2,900円 

2時間未満 2,000円 

医師研究手当 医師 
公衆衛生に関する調査研究の業

務に従事したとき 
月 85万円以内 

放射線取扱手当 放射線技師 
エックス線撮影若しくは透視の

業務に従事したとき等 

エックス線撮影若し

くは透視の料金の固

定点数の 100分の 3 

感染症接触手当 市立病院に勤務する職員 

感染症患者の診療又は介助若し

くは感染症の病原体の付着した

物体の処理作業に従事したとき 

日額 50円 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（平成 26年度決算） 11,496千円 

職員 1人当たり平均支給年額（平成 26年度決算） 411千円 

支給実績（平成 25年度決算） 11,757千円 

職員 1人当たり平均支給年額（平成 25年度決算） 470千円 

（注）1 時間外勤務手当には，休日勤務手当も含んでいます。 

   2 職員 1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は，「支給実績（平成 26年度決算）」と同じ

年度の 4 月 1 日現在の職員数（管理職員，教育職員等，制度上時間外勤務手当の支給対象とは

ならない職員を除く。）であり，短時間勤務職員を含みます。 
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カ その他の手当（平成 27年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価（月額） 

一般行政

職の制度 

との異同 

一般行政職

の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(26年度決算) 

支給職員 1人当たり 

平 均 支 給 年 額 

(26年度決算） 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある職員の

うち，規則で指定するものについ

て支給 

 ・院 長  100,000円 

 ・副院長   75,000円 

 ・事務局長  58,000円 

 ・課 長   42,000円 

 ・看護師長  24,000円 

 ・薬剤科長  24,000円 

同じ ― 3,588千円 717,600円  

扶養手当 

他に生計の途がなく主として職員

の扶養を受けている扶養親族のあ

る職員に支給 

・ 配偶者 13,000円 

・ 配偶者以外の扶養親族    

1人につき 6,500円 

（配偶者がいない場合は，そ

のうち 1人につき 11,000円） 

※ 扶養親族である子のうち満

16 歳の年度始めから満 22 歳

の年度末までの子 1 人につき

5,000 円を加算 

同じ ― 2,791千円 214,692円 

住居手当 

自ら居住するため住宅を借り受

け，月額 12,000 円を超える家賃

を払っている職員に支給 

① 23,000円以下の家賃の場合 

 {家賃額―12,000円} 

② 23,000円超の家賃の場合 

 {(家賃額―23,000 円)÷ 2＋

11,000円（27,000円が限度） 

同じ ― 642千円 321,000円 

通勤手当 

通勤のため自動車その他の交通の

用具で規則で定めるものを使用す

ることを常例とする職員等（通勤

距離が片道 2 キロメ―トル未満で

あるもの等を除く。） 

① 電車,バス等交通機関利用の

場合 

発行されている最長通用期間の

定期券の額 

月額 55,000円を上限 

② 自動車等，交通用具利用の場

合 

 通勤距離により 

 月額  2,000円 ～ 24,500円 

③ ①及び②併用者 

 月額 55,000円を上限 

同じ ― 1,798千円 81,715円 
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単身赴任

手当 

公署を異にする異動等に伴い，転

居し，父母の疾病その他規則で定

めるやむを得ない事情により，同

居していた配偶者と別居すること

となった職員で，単身で生活する

ことを常況とする職員に支給 

月額 23,000円＋加算額 

 加算額は，交通距離により 

 月額  6,000円 ～ 45,000円 

同じ ― ― 千円 ― 円 

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間として午後 10 時

から翌日の午前 5 時までの間に勤

務する職員に支給 

・  1 時間当たりの給料額×

25/100 

同じ ― 2,036千円 127,277円 

宿日直手当 

宿日直勤務を命ぜられた医師に支

給 

1回当たり 20,000円 

 

同じ ― 6,120千円 2,040,000円 

管理職特

別勤務手

当 

規則で指定する職を占める職員の

うち管理又は監督の複雑，困難及

び責任の度が高い職員として規則

で定める職員が臨時又は緊急の必

要その他の公務の運営の必要によ

り勤務時間条例第 3条第 1項，第

4 条及び第 5 条の規定に基づく週

休日又は祝日法による休日等若し

くは年末年始の休日等に勤務した

場合に支給 

1勤務当たり 

 ・ 部長     8,000円 

 ・ 課長，副参事 6,000円 

同じ ― ― 千円 ― 円 

 

 

 

 

 


